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各地方整備局総務部長 殿 

 

大臣官房会計課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「談合情報対応マニュアル等の改正について」の一部改正について 

 

 「談合情報対応マニュアル等の改正について」（平成22年９月30日付け国地契第31号）

における入札談合に関する情報又は入札談合に関する疑義事実に係る事情聴取について、

その確実な実施によって、より一層の公正な入札を確保する観点から、その実施対象の明

確化をはかる必要がある。 

これを踏まえ、「談合情報対応マニュアル等の改正について」を下記のとおり改正し、

令和４年11月１日から適用することとしたので、貴局においても適切に運用するととも

に、遺漏無きよう措置されたい。 

 

記 

 （談合情報対応マニュアル等の改正についての一部改正） 

「談合情報対応マニュアル等の改正について」（平成22年９月30日付け国地契第31号）

の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後

欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げ

るその標記部分に二重傍線を付した規定は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を

改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象

規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に

これに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 
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改 正 後 改 正 前 

別添１ 公正入札調査委員会設置要領準則 

２ 調査審議事項  

    委員会は、建設工事等に係る入札談合に関す

る情報又は入札談合に関する疑義事実があった

ときは、次に掲げる事項を調査審議するものと

する。 

      ① 事情聴取等の調査の要否 

 

      ②～⑤ （略） 

 

別添２ 談合情報対応マニュアル 

第１ 通則 

４ 事情聴取の実施方法 

（２）事情聴取の対象者 

① 事情聴取は、原則として、競争参加資格

確認申請書を提出した者（辞退者を含む）

全員に対して行うものとする。なお、委員

会が必要と認める場合には、その他の関係

者に対しても事情聴取を行うことができ

る。 

② ①の事情聴取は、原則として、契約を締

結する権限を有する者を相手に実施するも

のとする。なお、必要に応じ、積算内容等

の技術的事項を説明できる者の同席を認め

ることは差し支えない。 

 

 

第２ 調査結果を踏まえた入札手続等の取扱い 

１ 落札者決定前に談合情報を把握した場合 

（２）談合の事実があったとは認められないとき

の対応 

① 事情聴取等の調査を実施した結果、談合

の事実があったとは認められないときは、事

情聴取の対象者全員から誓約書（別紙２）を

自主的に提出させるとともに、当該対象者に

対して誓約書の内容に違背した場合の不利益

等に関する注意事項（別紙３）を交付した

別添１ 公正入札調査委員会設置要領準則 

２ 調査審議事項  

    委員会は、建設工事等に係る入札談合に関す

る情報又は入札談合に関する疑義事実があった

ときは、次に掲げる事項を調査審議するものと

する。 

      ① 入札参加者に対する事情聴取等の調査

の要否 

      ②～⑤ （略） 

 

別添２ 談合情報対応マニュアル 

第１ 通則 

４ 事情聴取の実施方法 

（２）事情聴取の対象者 

① 事情聴取は、辞退者を含む入札参加者

（競争参加資格確認申請書の提出期限の日

において局長等が競争参加資格を確認した

者をいい、その後に辞退した者を含む。以

下同じ。）全員に対して行うものとする。 

 

② 辞退者を含む入札参加者への事情聴取

は、原則として、契約を締結する権限を有

する者を相手に実施するものとする。な

お、必要に応じ、積算内容等の技術的事項

を説明できる者の同席を認めることは差し

支えない。 

 

第２ 調査結果を踏まえた入札手続等の取扱い 

１ 落札者決定前に談合情報を把握した場合 

（２）談合の事実があったとは認められないとき

の対応 

① 事情聴取等の調査を実施した結果、談合

の事実があったとは認められないときは、

辞退者を含む入札参加者全員から誓約書

（別紙２）を自主的に提出させるととも

に、当該参加者に対して誓約書の内容に違

背した場合の不利益等に関する注意事項
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後、入札を執行するものとする。 

 

② （略） 

 

２ 落札者決定後かつ契約締結前に談合情報を把

握した場合 

（２）明らかに談合の事実があったと認められ

る証拠が得られなかったときの対応 

① 事情聴取等の調査を実施した結果、明ら

かに談合の事実があったと認められる証拠

が得られなかったときは、事情聴取の対象

者全員から誓約書（別紙２）を自主的に提

出させるとともに、当該対象者に対して誓

約書の内容に違背した場合の不利益等に関

する注意事項（別紙３）を交付した後、落

札者と契約を締結するものとする。 

② （略） 

 

３ 契約締結後に談合情報を把握した場合 

（２）明らかに談合の事実があったと認められる

証拠が得られなかったときの対応 

① 事情聴取等の調査を実施した結果、明ら

かに談合の事実があったと認められる証拠を

得られなかったときは、事情聴取の対象者全

員から誓約書（別紙２）を自主的に提出させ

るとともに、当該対象者に対して誓約書の内

容に違背した場合の不利益等に関する注意事

項（別紙３）を交付するものとする。 

 

② （略） 

 

別紙２ 

（別紙３）を交付した後、入札を執行する

ものとする。 

② （略） 

 

２ 落札者決定後かつ契約締結前に談合情報を把

握した場合 

（２）明らかに談合の事実があったと認められ

る証拠が得られなかったときの対応 

① 事情聴取等の調査を実施した結果、明ら

かに談合の事実があったと認められる証拠

が得られなかったときは、辞退者を含む入

札参加者全員から誓約書（別紙２）を自主

的に提出させるとともに、当該参加者に対

して誓約書の内容に違背した場合の不利益

等に関する注意事項（別紙３）を交付した

後、落札者と契約を締結するものとする。 

② （略） 

 

３ 契約締結後に談合情報を把握した場合 

（２）明らかに談合の事実があったと認められ

る証拠が得られなかったときの対応 

① 事情聴取等の調査を実施した結果、明ら

かに談合の事実があったと認められる証拠

を得られなかったときは、辞退者を含む入

札参加者全員から誓約書（別紙２）を自主

的に提出させるとともに、当該参加者に対

して誓約書の内容に違背した場合の不利益

等に関する注意事項（別紙３）を交付する

ものとする。 

② （略） 

 

別紙２ 
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別紙３ 

 

 

別紙３ 
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様式３－２ 

 

様式３－２ 

 

 


